
ll~ ‐ ハ う ″

「ささやま 防災通信」 春 子
誓|ル ,́i〃ilガ余″ヽうのお|夕うぜτソ

=:1

墨
躍

費

中
饉，開
●
一

ユ

¨
ヽ L ‖

′

ご存 じですか ? 火災報知器の設置義務

藤沢市では平成 23年 (2011年)6月 から、すべての一般住宅及び

共同住宅の各住戸に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
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設置義務の対象  一般住宅及び共同住宅

1,設置 と点検

設置場所 :寝室、階段、廊下、台所など適切な場所

設置後 :定期的な点検を実施し、正常に作動するか確認する

2,火災警報器の種類

感知方式 :煙感知識式と熱感知識式があります

単独型 :1つ から取り付け可能で、主に専用電池を使用する

連動型 :建物内の1つが火災を感知するとすべての警報器が鳴動する

r *通販各社、ホームセンター等で

手に入 ります 価格は約 2,000円

～3,000円 (税込)程度です

*ご家庭の ドライバーで取 り付け

る事が出来ます (特に資格などは

必要ありません)

*半年に一度程度、簡単な点検を実

施 して、正常に作動するか確認を

して下さい

*約 10年で交換を推奨 しています

(一般社団法人日本火災機器工業会)
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笹山自治会 自主防災会  (防災通信#102024.04■ 8)
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